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予
定
し
て
い
た
家
庭
教
育
学
級
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
は
、

コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
が
心
配
さ
れ
る
た
め
東
濃
各
地
域
か

ら
一
堂
に
会
し
て
行
う
形
式
で
の
開
催
を
取
り
や
め
、
各

市
で
行
わ
れ
る
教
頭
会
、
園
長
会
、
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
担
当
委
員

会
や
乳
幼
児
学
級
の
リ
ー
ダ
ー
会
な
ど
に
担
当
者
が
訪
問

し
て
説
明
す
る
「
分
散
開
催
」
で
行
い
ま
す
。
５
月
中
旬

か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
蔓
延
防
止

の
取
組
に
連
動
し
て
５
月
中
の
実
施
を
見
合
わ
せ
ま
し
た
。

６
月
か
ら
実
施
で
き
る
よ
う
、
各
市
の
担
当
課
と
調
整
を

し
て
い
ま
す
。
開
催
ま
で
も
う
し
ば
ら
く

お
待
ち
願
い
ま
す
。

令
和
３
年
度
家
庭
教
育
学
級
リ
ー
ダ
ー

研
修
会
は

分
散
開
催
で
計
画
中
で
す

家
庭
教
育
学
級
は
、
な
ぜ
必
要
な
の
？

家
庭
教
育
学
級
は
昭
和
の
こ
ろ
か
ら
社
会
教
育
の
一
環

と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
長
～
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

岐
阜
県
で
は
今
か
ら
８
年
前
に
「
家
庭
教
育
支
援
条
例
」

が
作
ら
れ
、
家
庭
教
育
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
だ
け
に
ま
か

せ
っ
き
り
に
し
な
い
で
、
学
校
や
園
、
地
域
社
会
や
企
業

な
ど
も
力
を
合
わ
せ
て
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い
こ
う
と

し
て
い
ま
す(

裏
面
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い) 

。

今
の
時
代
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
は
、
将
来
こ
の
地
域
を

担
っ
て
い
く
宝
で
す
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
心
身
と
も
に

調
和
の
取
れ
た
発
達
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
そ

の
保
護
者
も
子
育
て
を
通
し
て
育
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。

子
育
て
を
通
し
て
親
が
育
つ
と
は
、
子
育
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
身
に
付
け
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
子
育

て
の
仲
間
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
子
育

て
が
孤
育
て
に
な
ら
な
い
よ
う
、
よ
り
多
く
の
方
に
家
庭

教
育
学
級
へ
の
参
加
を
促
し
、
そ
の
内
容
に
工
夫
を
凝
ら

し
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

「在宅取組型」から
スタートしてみてはいかがでしょう

上のリンクをたどると、令和元年度の県内各地の取
組の様子の紹介ページが表示されます。小中学校の家
庭教育学級や、幼稚園保育園の家庭教育学級の取組が
たくさん紹介されています。
東濃地域の昨年度までの実践は、「なう」の紹介

ページからごらんください。こちらにも、たくさんの
実践が載っています。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/15928.html

家庭教育学級取組紹介

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/edu/26399.html

「
家
庭
教
育
学
級
っ
て
ど
う
進
め
た
ら
い
い
の
か
、

わ
か
ん
な
い
？
？
」
新
し
く
リ
ー
ダ
ー
に
な
ら
れ
た

皆
さ
ん
に
は
、
き
っ
と
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
だ
と
思
い

ま
す
。

岐
阜
県
で
は
そ
ん
な
皆
さ
ん
の
た
め
に
、
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
準
備
し
て
い
ま
す
。
上
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ

ス
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
内
容
、
取
組
シ
ー
ト
、
案

内
文
、
事
後
の
通
信
の
例
な
ど
情
報
満
載
で
す
。

な
お
中
学
校
版
の
「
み
ん
な
で
子
育
て
３
」
が
改

訂
さ
れ
ま
し
た
。
分
散
研
修
会
で
、
該
当
の
方
に
お

渡
し
す
る
予
定
で
す
。

家庭教育学級運営マニュアル

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8054.html

コロナ禍における家庭教育学級の第一歩、そのキー
ワードは「在宅取組」です。また、在宅取組のひとつ
が「話そう！語ろう！我が家の約束」です。
「なう」第1号(R3年4月発行)
でも紹介しています。 「話そう！語ろう！わが家の約束」運動 東濃版

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/27396.html
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こ
の
冬
に

全
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
感
染
者
が
い
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
れ
程
、
マ
ス

ク
や
手
洗
い
消
毒
が
有
効
だ
っ

た
と
思
い
知
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
言
い
換
え
る
と
、
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ウ
ィ
ル
ス
に
比
べ
恐
ろ
し

く
強
力
で
あ
る
こ
と
で
す
。
今

は
、
有
効
な
対
策
が
で
き
る
ま

で
、
じ
っ
と
耐
え
る
時
で
す
ね
。

家
庭
教
育
学

級
を
開
設
し
て

も
、
こ
う
い
う

時
期
で
す
か
ら

な
か
な
か
人
が

集
ま
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
開
設

し
な
い
と
参
加

し
た
い
人
に
対

応
で
き
ま
せ
ん
。

子
育
て
情
報
や

子
育
て
の
仲
間

を
必
要
と
し
て

い
る
保
護
者
は

必
ず
あ
り
ま
す
。

苦
境
の
中
、

一
人
で
耐
え
る

の
は
大
変
で
す

が
、
み
ん
な
で

ア
イ
デ
ィ
ア
を

出
し
て
楽
し
く

安
全
に
乗
り
越

え
ら
れ
る
よ
う

な
家
庭
教
育
学

級
を
ぜ
ひ
作
っ

て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

具体的施策

親としての学びを支援する学習の機会の提供(第１１条)
子どもの発達段階に応じて大切にしたい家庭教育の内容、子
育ての知識など、親としての学びを支援するため、学習の機
会を提供します。

親になるための学びの推進(第１２条)
子どもたちが、家庭の役割等、将来親になるための学びを支
援します。

人材の養成等(第１３条)
家庭教育を支援する人材を養成するとともに、人材相互間の
連携を進めます。

保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進(第１４条)
関係者が相互に連携して取り組む家庭教育を支援するための
活動を促進します。

相談体制の整備等(第１５条)
家庭教育に関する相談体制を整備し、相談窓口を広く知らせ
ます。

広報及び啓発(第１６条)
家庭教育に関する情報の収集・整理・分析・提供を行い、家
庭教育に関する社会的気運を醸成するため、広報や啓発を行
います。

団体活動の促進(第１７条)
家庭教育の支援に積極的に取り組む団体の活動を促進するた
め施策を講じます。

家庭教育を実践する日(第１８条)
｢家庭の日｣｢早く家庭に帰る日｣を｢家庭教育を実践する日｣と
し、啓発活動その他の事業を実施します。

それぞれに期待される役割

保護者の役割(第６条)
子どもに愛情をもって接し、子どもの基本的な生活習慣の確
立、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図りましょう。
保護者自らが成長していくよう努めましょう。

祖父母の役割(第７条)
家庭の教育力の低下を補うため、保護者と協力しながら、家
庭教育に積極的に協力するよう努めましょう。

地域住民等の役割(第８条)
互いに協力し、地域環境の整備に努めるとともに、地域の歴
史、伝統、文化、行事等を通じて、子どもの健全な育成に努
めましょう。
地域活動団体は、家庭、学校等と連携し、家庭教育を積極的
に支援しましょう。

学校等の役割(第９条)
保護者、地域住民等と連携して、子どもに基本的な生活習慣
を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達
を図るよう努めましょう。
学校等は、県や市町村が実施する家庭教育支援施策に協力し
ましょう。

事業者の役割(第１０条)
職業生活と家庭生活との両立が図られるよう必要な雇用環境
の整備に努めましょう。
事業者は、県や市町村が実施する家庭教育支援施策に協力し
ましょう。

県の責務(第４条)
県は、家庭教育施策を総合的に策定し、実施します。
市町村、保護者、地域住民、地域活動団体、学校等と連携し
て取り組みます。

市町村に対する支援(第５条)
県は、市町村に対して情報の提供、助言等行います。

岐阜県家庭教育支援条例のポイント
家庭教育を県民みんなで応援しましょう！

目的(第１条) 子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる岐阜県の実現
• 保護者が親として学び、成長していくこと、子どもが将来親になることについて学ぶことを促すこと
• 子どもの「基本的な生活習慣の確立」「自立心の育成」「心身の調和のとれた発達」を図ること

定義(第２条)
この条例において「家庭教育」とは、保護者がその子ども
に対して行う次に掲げる事項等を教え、育むこと
・基本的な生活習慣 ・自立心 ・自制心
・善悪の判断 ・挨拶及び礼儀 ・思いやり
・命の大切さ ・家族の大切さ ・社会のルール

基本理念(第３条)
• 子どもの教育については保護者が第一義的責任を有するこ
と

• 保護者が自主的に教え、育むことができるようにすること
• 社会の全ての構成員が、相互に協力しながら一体的に取り
組むこと

家庭教育「なう」 バックナンバー

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/15928.html
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